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シリアにおける農業普及ならびに普及員訓練 

第２回：シリアにおける農業普及制度 

シリアでは農業省と農地改革省が合併

して設立された農業農地改革省が国の

農業行政を司っており、農業普及局のも

とに農業普及体制が整備されつつある。

普及組織としては図に示したように、中

央の構造がそのまま県及び郡レベルに

コピーされた形であり、たとえば県レベ

ルの普及部門にしてみれば中央及び県

の両方の指揮系統に属し、頭が二つある

ような状態になっている。普及局は、技

術課、情報課、計画課、生活課の 4 部門

に分かれており、県及び郡レベルでも同

様の構造となっている。村レベルには

Extension Unit と呼ばれる普及所があり、

ひとつの普及所が数ヶ村から十数ヶ村

を担当している。 

主な活動としては、技術課が中心となって農家が抱える問題点の調査を作目別に全国規模で実施しており、

この結果を基に現況把握と適正普及計画の策定を行っている。実際の普及活動の一つとして、試験研究機関

との連携で Field Day と呼ばれる現場でのデモンストレーション活動が実施されている。ここでは、地域に特

有な問題点に焦点を絞り、普及員が音頭をとって研究者や篤農家が地域の生産者達に対して試験結果を披露

したり、適正技術を実地で示すような活動が行われている。また、情報課はラジオやテレビといったマスメ

ディアによる農民への情報提供に加えて、移動劇団というユニークな普及活動を展開している。これは、普

及員で構成される劇団が村村を巡り、地域と季節に応じた内容をミュージカル風に演じるものである。娯楽

の少ない辺境地域を中心に人気を博しており、かなりの観客数を動員している。 

このように、シリアにおいては農業普及体制の整備に力が注がれており、普及所は全国に 800 ヶ所を数え、

関係するスタッフの数は 4,000 人に達する。従って、本組織が効率的且つ有機的に機能すれば、シリアの農

業開発にとって極めて重要な役割を果たすことは間違いない。しかしながら、実際には多くの問題点を抱え

ており、今後こうした問題点をひとつひとつ克服して行かなければならない。主な問題点を列挙すると以下

のとおり。 

◎農業省における農業普及局の役割、普及局における

各課の役割、課における各スタッフの役割、さらに

国、県、郡、普及所レベルにおける役割分担が明確

でない。 
◎普及局と他の関連部局間との連携が弱く、普及局が

把握している農家の問題点が他の部局に伝わってい

ないし、他の部局で得られた成果が普及活動に利用

されていない。 
◎普及員の育成が計画的に行われておらず、国内外に

おける研修コースやセミナーに参加したスタッフの

知識や経験が有効に生かされていない。 
◎計画経済の影響で主要作物の生産は未だに統制され

ており、普及員は作物生産計画実行のための見張り

役といった位置付けになり、農家と普及員のいい関

係が成立しにくい。 
◎普及活動のための予算が不十分なので援助機関から

の支援に頼ることになり、普及局の主体性の無さが

原因で援助機関に振り回されており、援助公害を被

っているかのような状況である。 


